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資料編 
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資料編 

■自転車の交通ルール 

自転車にも自動車同様に交通ルールがあります。以下では、自転車運転者が守らなければならない

道路の通行方法や信号のある交差点の渡り方など、道路交通法で定められている交通ルールについて

示します。 

 

（１）自転車の通行方法 

①自転車の通行場所 

 自転車は車道通行が原則 

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられて

います。したがって、歩道と車道の区別のある道路

では車道を通行しなければいけません。 

 

 

 

 

出典：警視庁ホームページ  

 

②例外的に歩道を通行する場合 

自転車は車道通行が原則ですが、以下に当てはまる場合は、歩道を通行することができます。 

例外的に歩道通行が可能となる場合 

 ○道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき 

    

出典：神奈川県警ホームページ・警視庁ホームページ 

 ○自転車の運転者が、高齢者（７０歳以上）や児童・幼児（１３歳未満）等であるとき 

 ○車道又は交通の状況に照らして、当該自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと

認められるとき 

 

例外的に歩道を通行する場合には、以下のように通行しなければいけません。 

例外的に歩道を通行する場合の通行方法 

歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止

しなければならない（普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分を徐行しなければなら

ない） 

 



 

97 

 

 

 

（２）単路部における自転車の通行方法 

①歩道と車道の区別のある道路 

歩道と車道の区別のある道路では、車道の左側端を通行しなければならない 

 

 

②路側帯と車道の区別のある道路 

路側帯と車道の区別のある道路では、著しく歩行者の通行を妨げる場合や歩行者用路側帯の

ある場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行する事ができる 

 

 

③自転車道がある道路 

 自転車道がある道路では、自転車道を左側通行しなければならない 

 

 

④自転車専用通行帯がある道路 

 自転車専用通行帯（自転車レーン）がある 

 道路では、車道を通行する自転車は、 

 自転車専用通行帯を通行しなければならない 

 

           

    

 

 

 

  

 

 

 

⑤一方通行の規制がかけられている道路 

○「自転車を除く」の補助標識がない一方通行の規制のかかった道路では、他の車両と同様、

自転車も逆方向に通行することはできない 

○「自転車を除く」の補助標識がある一方通行の規制のかかった道路では、自転車は進行方向

の左側端を通行しなければならない 

 

  

自転車専用通行帯 

道路標示 

 

道路標識 
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（３）交差点における自転車の通行方法 

 自転車横断帯のある場合 自転車横断帯のない場合 

直進 

 

 

右折 

  

左折 

  

    出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

  

車道通行       

歩道通行       

 歩行者の通行を妨げる 

おそれのない場合（ ）          

 

 

 

車道通行       

歩道通行       

  

         

 

 

車道通行       

歩道通行       

 歩行者の通行を妨げる 

おそれのない場合（ ）          

 

 

 

車道通行       

歩道通行       

          

 

 

車道通行       

歩道通行       

          

 

 

 

車道通行       

歩道通行       
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（４）自転車の交通ルール 

①信号機の種類による自転車の通行方法 

交差点に設置されている信号機の種類や自転車の通行する位置によって、自転車の従うべき信

号と通行方法が変わります。以下では、大きく３つのパターンに分類される信号機の従い方を示

しています。 

 

車両用信号機のみの場合 車両用信号機と歩行者用信号機が併設されてい

る場合 

車両用信号機に従います。 車道通行は車両用信号機、歩道通行は歩行者用

信号機に従います。 

 

 

※ただし、歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは、自転車

に乗ったまま横断歩道を通行する事はできません。 

 

車両用信号機と歩行者・自転車専用信号機が併

設されている場合 

 

歩行者・自転車専用信号機に従い、自転車横断

帯を通行します。 

 

出典：神奈川県警ホームページ 自転車に乗るときのルールとマナー 
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②主な交通ルール 

道路交通法では、自転車は軽車両に位置づけられており、交通違反を犯した場合の罰則が定め

られています。自転車の従うべき主な交通ルールを以下に示します。 

 

・安全運転の義務 

自転車の運転者は、その自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、 

道路、交通、その自転車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転し

なければいけません。 

 

・交差点の安全進行義務 

交差点を通行するときは、「交差道路を通行する車両等」「反対方向からくる右折車両等」 

「横断歩行者等」に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。 

 

・信号機に従う義務 

道路を通行する際には、信号機等に従わなければなりません。また、横断歩道を進行して道

路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標識がある場合は、その信

号機に従わなければなりません。 

 

・並進の禁止 

道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並んで走ってはいけません。 

 

・自転車の横断方法 

自転車横断帯がある交差点では、自転車横断帯を使って横断しなければいけません。また、

歩行者または他の車両等の正常な交通を妨害する恐れがあるときは、横断・進行等をしてはい

けません。 

 

・進路変更の禁止 

 みだりに方向転換を行ったりするなど、進路を変更してはいけません。 

 

・徐行すべき場所 

道路標識等がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点等を通行しようとするときは、

徐行しなければなりません。 

 

・一時停止すべき場所 

 道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前か、停止線がない時は

交差点の直前で一時停止しなければなりません。 
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・夜間のライト点灯 

自転車は、夜間、道路を通行するときはライトを点灯しなければなりません。また、反射器

材を備えていない自転車（尾灯を付けているものを除く）を夜間に運転してはいけません。 

 

・警音器の使用 

左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角で、道路標識等により指定され

た場所を通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければなりません。それ以外には、危険

を防止するためにやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らしてはいけません。 

 

・二人乗りの禁止 

原則として二人乗りはしてはいけません。 

 

・ブレーキの備付け 

前輪または後輪にブレーキを備えつけていない自転車を運転してはいけません。 

 

・児童・幼児のヘルメット着用 

児童・幼児を保護する責任のあるものは、児童・幼児を自転車に乗車させるときはヘルメッ

トをかぶらせるように努めなければなりません。 

 

・酒気帯び運転等の禁止 

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供し

たり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供してはいけません。 

 

・片手運転の禁止 

携帯電話の通話や操作をしたり、傘をさしたり、物を担いだりすること等による片手での運

転は、不安定な運転になるのでしてはいけません。 

 

・交通事故の場合の措置 

交通事故があったときは、ただちに負傷者を救護して、危険を防止する等必要な措置を講じ

なければなりません。また、警察に事故の内容を報告しなければなりません。 
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■自転車交通量調査結果 

平成２５年１月１７日（木）に実施した自転車交通量調査結果は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚駅 

１ 

2 

 

3 

４ 

５ 

６ 

７ 

９ 

10 

 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

８ 

平塚駅３km 圏 

市役所 

総合公園 

（花の名所） 
馬入のお花畑 

農業高校 

商業高校 

市民病院 

工科高校 

共済病院 

江南高校 

ＯＳＣ 

郵便局 

馬入ふれあい公園 

凡例 
※自転車交通量（調査日：H25.1.17（木））   

平日の 7:00～19:00 の 12 時間交通量 

 500 台未満 

 500 台以上 1,000 台未満 

 主要な生活関連施設  1,000 台以上 1,500 台未満 

 高校等  1,500 台以上 2,000 台未満 

 レクリエーション施設  2,000 台以上 2,500 台未満 

 公共駐輪場  2,500 台以上 3,000 台未満 

 名所  3,000 台以上 
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■自転車事故分析による自転車の車道走行の安全性検証 

平成２５年に平塚駅から３km 圏域で発生した自転車関連事故の事故当事者、事故発生場所、事

故類型及び事故発生時に当事者が利用していた道路の主従関係から、自転車走行空間整備が有効な

パターンについて分析します。 

第１章_２－３．自転車に関連する事故の発生状況でも述べたように、自転車に関連する事故の

相手当事者は自動車がほとんどであり、また、自転車に関連する事故の発生場所は交差点が多くな

っています。 

さらに、自転車事故は出合頭衝突、側面衝突の事故（交通統計上の右左折時事故）が多く、交差

点における事故で顕著です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■出合頭衝突事故のパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10

3

10

6

135

81

1

0

10

0 50 100 150

正面衝突

すれ違い接触

追い越し接触

追突

出会頭衝突

側面衝突

路外逸脱

転倒、転落

不明

N=256

0

3

3

2

8

10

1

5

6

122

12

134

73

8

81

8

0

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

交差点

単路

合計

正面衝突

すれ違い接触

追い越し接触

追突

出会頭衝突

側面衝突

路外逸脱

不明

幹線道路相互の出合頭事故 幹線道路と細街路の出合頭事故 

   自動車類 

   自転車 

交差点の出合頭衝突 56.7％ 

交差点の側面衝突 33.9％ 

出典：平塚警察署提供データより集計 

出合頭衝突 
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 ■側面衝突事故のパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交差点における出合頭衝突と側面衝突の事故が多いことから、それぞれの事故類型の特徴を既往

文献から下記のように整理しました。 

 

【出合頭衝突事故における自動車の視認性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の自転車事故は交差点事故が多く、信号交差点だけでなく信号が設置されていない細街路

との交差点でも出合頭事故が発生している。 

「自転車走行環境整備の現状と課題～自転車事

故発生状況と交差点対策に着目して：国土技術政

策総合研究所論文、２００９」では、細街路との

交差点における出合頭事故の事故比率（事故件数

／交通量）を求めており、車道の逆走を除くと、

自転車が歩道通行していた場合の方が車道通行の

場合よりも事故比率が高いことが明らかとなって

いる（右図参照）。 

また、「自転車との安全な共存のために：社団法

人日本自動車工業会、平成２１年」では、信号の

ない交差点における自動車からの視認範囲の資料

を記載しており、自転車の歩道通行は、本来の車

道左端通行より自動車からの視認性が低く危険で

あると言及している。 

自転車 

自動車 

交差点部_対向自動車右折 交差点部_同一方向自動車左折巻込み 

自転車 

自動車 自転車 

自動車 

交差点部_対向自動車左折 
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【側面衝突事故における平塚市での特徴】 

本市における側面衝突事故は、そのほとんど（不明を除くと約９割）が自転車が主方向（直進方

向）の事故となっています。なお、側面衝突事故（８１件）について、主従関係を下記のように定

義しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本市の交差点における側面衝突事故を見ると、自転車が直進（自転車が主方向）で自動車が右左

折（自動車が従方向）の事故の割合が高く、交差点の出合頭衝突事故と同様、自動車から自転車の

視認性を高めることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

主従関係：不明（99） 

主：直進 

従：曲がる 

自転車が主なら（1）、従なら（2） 

主従関係 件数 割合

主（自転車が直進） 53 65.4%
従（自転車が曲がる） 8 9.9%
不明・対自転車 20 24.7%
合計 81 100.0%

出合頭衝突事故、側面衝突事故の特徴から、歩道のある路線での自転車走行環境の整備では、基本

的に自動車から自転車走行の視認性が高くなる車道部を自転車が走行するパターンを推奨する。 

 

出典：平塚警察署提供データより集計 
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＜参考＞ 

・①出合頭衝突事故における自転車の主従関係（平成２５年事故を対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・②側面衝突事故における自転車の主従関係（平成２５年事故を対象） 

 

  

出会頭事故の

自転車の主従

関係 

●主 

●従 

■不明 

自転車が主道路走行 

自転車が従道路走行 

国道１号は自動車が主道路を走

行している事故が多い 

自転車が主道路／従

道路走行が混在 

自転車が主道路を走行

している事故が多い 

国道 129 号は出合

頭事故が少ない 

自転車が主道路走行 

自転車が従道路走行 

幹線道路相互の出合頭事故 

幹線道路と細街路の出合頭事故 

 
出合頭事故の 
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■車道混在形態の有効性、安全性の検証 (実証実験)  (※平成２６～２７年実施） 

 （１）車道混在形態の有効性、安全性の検証 

自転車ネットワークに位置づけられた路線では、今後、整備形態の選定基準により、整備形態を

選定し、実施していきますが、現在の限られた道路空間の中での道路再配分による整備は、道路幅

員上、自転車走行空間の確保をすることが困難な路線も考えられ、当面の整備形態として、暫定的

な整備を進めていくことも考えられます。 

車道混在の形態に該当する路線は、歩道がない路線や、歩道があっても自動車の速度が４０km/h

以下かつ自動車の交通量が４,０００台/日以下の路線、また自転車レーンの整備形態が道路幅員な

どの問題からできず、当面の整備形態として整備する路線であり、自転車ネットワークに位置づけ

られた路線の大半が、この整備形態になることが想定されます。 

そのため、現在、大半の自転車が歩道を走行している状況の中、車道混在の形態が、本来、走行

すべき車道走行に対して、どのような効果をもたらすのか、その有効性と安全性について、実証実

験を通して、検証していきます。 

（２）実証実験路線の選定 

先に述べた平塚駅西口周辺地区の南町通東浅間線は、車道混在の形態で整備し、その有効性を検

証しましたが（※１）、その路線よりも自動車、自転車、歩行者の交通量がはるかに多く、また大

部分の自転車が歩道を走行していて、車道混在形態の有効性、安全性を検証するのに適している浅

間町南原線で実施します。 

 

 

 

 

 

（３）浅間町南原線の概要 

  １）道路の幅員構成 

道路幅員は、車道部が１２ｍ、歩道が両側５ｍずつの計２２ｍとなっています。歩道については、

両側とも車道寄りにイチョウが植えられており、「イチョウ並木通り」の愛称のもと、広く市民に

親しまれています。また、車線は、実証実験の区間では３車線（２車線＋１車線）となっています。 

２）交通状況 

自動車の交通量は朝のピーク時である７～８時の間では、約１,２００台と非常に多く、またバス

については、平塚駅と伊勢原及び秦野方面を行き来するルートになっているため、平塚駅北口方面

へ向かうバスの運行本数は、その時間帯では２０本を超えています。 

自転車についても、駐輪場までの主要な経路となっていることから、７～８時の間は約８００台

と非常に多く、その大部分が歩道を走行しています（普通自転車の歩道通行可）。歩行者の交通量

も多く、７～８時の間は２００人を超えています。また付近の小学校の通学路に指定されています

が、歩道上で児童と自転車が錯綜していることから、小学校などから、自転車を歩道から車道へ降

ろし、児童をはじめとした歩行者と自転車を分離するよう、要望されています。  

※１ 南町通東浅間線における  〔整備直後（H26.1.20）〕  32.9％ 

自転車の車道左端走行率                      ↓ 

（AM7:30～8:30）  〔整備 6 カ月後（H26.7.10）〕 50.9％ 

                                ↓ 

                〔整備１年後（H27.1.29）〕  66.1％ 
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（４）浅間町南原線の整備形態 

浅間町南原線の整備形態は、自動車の規制速度が４０km/h であるものの、自動車の交通量が  

４,０００台/日をはるかに超えていることから、自転車専用通行帯（自転車レーン）の形態となり

ますが、その整備をするには、道路再配分による車道部と歩道の幅員構成を変える必要があり、イ

チョウの撤去を伴うことになります。市民に親しまれているイチョウを撤去することは、現段階で

は困難なため、当面の整備形態として、車道混在の形態で整備を実施していきます。そのため、歩

道における普通自転車の通行可の交通規制は存続するものとします。（選定基準の※２） 

整備手法としては、道路再配分をせず、現況の道路幅員の中で、車道部の左端に自転車の走行位

置を示す自転車マークと走行方向を示す矢羽根マークを路面に表示します。この整備により、自転

車利用者に車道走行を促すとともに、自動車運転者にも自転車動線を認識していただき、車道混在

形態の有効性、安全性を検証します。 
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（５）実証実験の実施概要と結果  

平成２６年１２月上旬に車道混在形態での整備をし、整備完了後の平成２６年１２月８日（月）

から周知活動を行い、実証実験を実施しました。車道混在形態での有効性、安全性を検証するにあ

たり、実施から６週間後に徒歩・自転車・自動車で通行する利用者に対し、アンケート調査を実施

しました。 

 

 

 

 

 

 

   

１）アンケート調査 

 ①調査概要 

  〔調査日時〕 平成２７年１月１９日（月） ７：００～１８：００ 

 〔調査方法〕 ・イチョウ並木通りを徒歩・自転車で通行する人に対し、それぞれの調査票と 

         返信用封筒を配布 

        ・自動車は実証実験沿線の企業で自動車通勤している人に対し、調査票を配布 

〔調査内容〕 

●調査対象者の属性（性別、年齢、イチョウ並木通りの利用頻度・利用目的） 

●自転車の走行ルール（自転車の車道左端走行、例外的に歩道を走行する場合） 

●自転車走行帯の路面表示 

   ・自転車通行者対象（矢羽根・自転車マーク・バスとの錯綜の注意喚起表示の認識、デザイ

ンや大きさ） 

   ・歩行者、自動車通行者対象（矢羽根・自転車マークの認識、デザインや大きさ） 

  ●自転車走行帯整備後に感じたこと 

   ・歩行者対象（歩道上での自転車との衝突経験の有無、自転車走行帯整備後の歩道の歩きや 

すさ） 

・自転車通行者対象（自転車走行帯整備後に車道を走行している理由） 

   ・自動車通行者対象（自転車走行帯整備後の自動車の運転、自転車との危険な場面） 

 ●今後の自転車走行帯について 

  ・歩行者、自転車通行者対象（自転車走行帯の今後の整備、自転車走行帯に対する意見） 

  ・自動車通行者対象（自動車と自転車が共存するための改善点） 

〔配布数／回収数〕 

 配布数 回収数 回収率 

歩行者 316 124 39.2％ 

自転車 450 124 27.6％ 

自動車 450 292 64.9％ 

自転車マークと矢羽根マーク バス停注意喚起表示 
桝目が狭く、滑り止め加工
してある街渠桝の Gr 蓋 
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②調査結果（調査対象者別） 

（ア）属性等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 7
16 18

30 27

16

0
10
20
30
40

問２．あなたの年齢は？

9
15 16

27

18 18 20

0

10

20

30

問２．あなたの年齢は？

0
27

68
101

46 49

1
0

50

100

150

問２．あなたの年齢は？

57, 47%

65, 53%

問１．あなたの性別は？

①男性

②女性70, 57%

53, 43%

問１．あなたの性別は？

①男性

②女性
261, 
90%

30, 10%

問１．あなたの性別は？

①男性

②女性

・徒歩は男性の比率が、自転車利用者は女性の比率が若干高い。 

・自動車利用者は、男性が９割を占めている。 

・回答者比率は、徒歩は５０代以上の比率が高く、自動車・自転車は４０代が多い。 

徒歩 

(n=122) 

自転車 

(n=123) 

 

自動車 

(n=292) 

 

・n はその設問の回答者数 

・グラフ中の数値はその選択肢の回答者数

（円グラフでは回答数,割合） 

徒歩 

(n=123) 

自転車 

(n=122) 

 

自動車 

(n=291) 

 

（  ） 

（  ） （  ） 

（  ） 

（  ） 

（   ） 
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78, 
61%

26,
20%

4, 3%

5, 4%

16, 12%

問４．イチョウ並木通りを利用する主な目

的は何ですか？

①通勤もしくは通学

②買物

③業務

④レジャー

⑤その他

88, 
71%

16,
13%

6, 5%
14, 11%

問３．イチョウ並木通りを利用する頻度

はどれぐらいですか？

①ほぼ毎日

②週２～３日

③週１日

④その他

68, 
56%

25, 21%

17, 14%

11, 9%

問３．イチョウ並木通りを利用する頻度

はどれぐらいですか？

①ほぼ毎日

②週２～３日

③週１日

④その他

71, 
53%

24, 18%

17, 13%

9, 7%
12, 9%

問４．イチョウ並木通りを利用する主な目

的は何ですか？

①通勤もしくは通学

②買物

③業務

④レジャー

⑤その他

168, 
58%

38, 13%

18, 6%

65, 23%

問３．イチョウ並木通りを利用する頻度

はどれぐらいですか？

①ほぼ毎日

②週２～３日

③週１日

④その他

226, 
80%

12, 4%

10, 3%

8, 3% 27, 10%

問４．イチョウ並木通りを利用する主な目

的は何ですか？

①通勤もしくは通学

②買物

③業務

④レジャー

⑤その他

徒歩 

(n=124) 

自転車 

(n=121) 

 

自動車 

(n=289) 

 

徒歩 

(n=129) 

自転車 

(n=133) 

 

自動車 

(n=283) 

 

※複数回答あり 

※複数回答あり 

・イチョウ並木通りの利用頻度は、徒歩はほぼ毎日が約７割、自転車と自動車は約６割となっ

ている。 

・イチョウ並木通り利用の目的は徒歩・自転車・自動車全てで半数以上が通勤通学となってい

る。 

（  ） 

（  ） 

（ ） 
（  ） 

（  ） （  ） （  ） 

 

（ ） 

（ ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） （  ） 

（ ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 
（   ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 

（ ） 

（   ） 
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（イ）自転車走行ルールの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

118, 
95%

6, 5%

問５．歩道と車道の区別のある道路で

は「車道走行」が原則である。

①知っている

②知らない 116, 
94%

7, 6%

問６．車道を走行する場合は、車道の

「左端」を走行しなければならない。

①知っている

②知らない

118, 
97%

4, 3%

問５．歩道と車道の区別のある道路で

は「車道走行」が原則である。

①知っている

②知らない
122, 
99%

1, 1%

問６．車道を走行する場合は、車道の

「左端」を走行しなければならない。

①知っている

②知らない

280, 
96%

11, 4%

問５．歩道と車道の区別のある道路で

は「車道走行」が原則である。

①知っている

②知らない
286, 
98%

5, 2%

問６．車道を走行する場合は、車道の

「左端」を走行しなければならない。

①知っている

②知らない

75, 
63%

44, 
37%

問８．問７で○印を付けた方にお聞きします。例外的

に歩道を走行する場合は歩道の「車道寄り」の部分を

「徐行」し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一
時停止しなければならない。

①知っている

②知らない

78, 
67%

38, 
33%

問８．問７で○印を付けた方にお聞きします。例外的

に歩道を走行する場合は歩道の「車道寄り」の部分を

「徐行」し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一
時停止しなければならない。

①知っている

②知らない

165, 60%

110, 40%

問８．問７で○印を付けた方にお聞きします。例外的

に歩道を走行する場合は歩道の「車道寄り」の部分を

「徐行」し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一
時停止しなければならない。

①知っている

②知らない

100

38

55

0
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80
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ア．道路標識等に

より、自転車が

歩道を走行する
ことができると

されているとき

イ．自転車の運転

者が高齢者（70歳

以上）や児童・幼児
（13歳未満）等で

あるとき

ウ．自転車の走行の

安全を確保する

ためにやむを得ない
と認められるとき

問７．自転車は車道走行が原則ですが、以下にあてはまる場合

は例外的に歩道を走行することができます。知っているものに○

印を付けてください。

98

32

61

0
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60

80

100

120

ア．道路標識等に

より、自転車が

歩道を走行する
ことができると

されているとき

イ．自転車の運転

者が高齢者（70歳

以上）や児童・幼児
（13歳未満）等で

あるとき

ウ．自転車の走行の

安全を確保する

ためにやむを得ない
と認められるとき

問７．自転車は車道走行が原則ですが、以下にあてはまる場合

は例外的に歩道を走行することができます。知っているものに○

印を付けてください。

264

81

143

0

50

100

150

200

250

300

ア．道路標識等に

より、自転車が

歩道を走行する
ことができると

されているとき

イ．自転車の運転

者が高齢者（70歳

以上）や児童・幼児
（13歳未満）等で

あるとき

ウ．自転車の走行の

安全を確保する

ためにやむを得ない
と認められるとき

問７．自転車は車道走行が原則ですが、以下にあてはまる場合

は例外的に歩道を走行することができます。知っているものに○

印を付けてください。

100

38

55

0

20

40

60

80

100

120

ア．道路標識等に

より、自転車が

歩道を走行する
ことができると

されているとき

イ．自転車の運転

者が高齢者（70歳

以上）や児童・幼児
（13歳未満）等で

あるとき

ウ．自転車の走行の

安全を確保する

ためにやむを得ない
と認められるとき

問７．自転車は車道走行が原則ですが、以下にあてはまる場合

は例外的に歩道を走行することができます。知っているものに○

印を付けてください。

75, 
63%

44, 
37%

問８．問７で○印を付けた方にお聞きします。例外的

に歩道を走行する場合は歩道の「車道寄り」の部分を

「徐行」し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一
時停止しなければならない。

①知っている

②知らない

・ほとんどの人が、車道走行、左端走行の原則ルールを認知している。 

・自転車歩行者道の標識による走行ルールの認知度は約９割と高いが、高齢者や児童の歩道走行

可の認知度は約３割と低い。 

・歩道左寄り徐行と危険な場合の一時停止のルールの認知度は約６割となっている。 

徒歩 

(n=124) 

自転車 

(n=122) 

 

自動車 

(n=291) 

 

徒歩 

(n=123) 

自転車 

(n=123) 

 

自動車 

(n=291) 

 

徒歩 

(n=119) 

自転車 

(n=116) 

 

自動車 

(n=275) 

 

徒歩 

(n=114) 

自転車 

(n=116) 

 

自動車 

(n=277) 

 

回答率 88% 

回答率 33% 

回答率 48% 

回答率 84% 

回答率 28% 

回答率 53% 

回答率 95% 

回答率 29% 

回答率 52% 

（ ） 

（   ） 

（ ） 

（   ） 

（ ） 

（   ） 

（ ） 

（   ） 

（ ） 

（   ） 

（  ） 

（   ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 

（   ） 

（   ） 



 

113 

 

 

（ウ）自転車走行帯の認知度と路面表示の評価 
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します。

87, 
71%

36, 
29%

問９．イチョウ並木通りの車道の左端に以下のとお

り、自転車の走行位置や進行方向を示す自転車マー

クと矢羽根（やばね）を表示しましたが、お気づきにな
りましたか？

①気づいた

②気づかな

かった
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問１０．問９で「①気づいた」と回

答した方にお聞きします。路面

表示の大きさについてお聞きし

ます。

74, 
60%

42, 
34%

7, 6%

問１１．これまでに歩道上で自転車とぶつかった、ま

たはぶつかりそうになったことはありますか？

①ときどきある

②ほとんどない

③まったくない

13, 11%

108, 
89%

0, 0%

問１２．自転車走行帯が整備されてから、歩道は歩き

やすくなったと思いますか？

①歩きやすくなった

②変わらない

③歩きにくくなった

87, 
72%

34, 
28%

問９．イチョウ並木通りの車道の左端に以下のとお

り、自転車の走行位置や進行方向を示す自転車マー

クと矢羽根（やばね）を表示しましたが、お気づきにな
りましたか？

①気づいた

②気づかなかっ

た

34, 30%

79, 70%

問１１．バス停の手前にバスとの錯綜の注意喚起を以

下のとおり表示しましたが、お気づきになりましたか？

①気づいた

②気づかな

かった
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問１２．問１１で「①気づいた」と

回答した方にお聞きします。路
面表示の大きさについてお聞き

します。

ａ.徒歩 

・回答者の約７割の人が、自転車マークと矢羽根（やばね）の表示に気が付いている。 

・自転車マークに気が付いた人は、約５割の人が分かりやすい、大きさも丁度よいと回答している。

しかし一方では約４割の人が分かりにくい、小さいと回答している。 

・歩道上で自転車とぶつかったり、ぶつかりそうになったりと回答した人は約６割となっている。 

・自転車走行帯整備後に歩きやすくなったと回答した人は約 1 割にとどまっている。 

b.自転車 

・回答者の約７割の人が、自転車マークと矢羽根（やばね）の表示に気が付いている。 

・自転車マークに気が付いた人は６割前後の人が分かりやすい、大きさも丁度よいと回答している。 

・回答者の約７割の人が、バス停手前の注意喚起表示に気が付いていないが、気がついた人の約６

割が分かやすいと回答している。 

 (n=123) 

 (n=123) 

 (n=85)  (n=78) 

 (n=121) 

 (n=121) 

 (n=113) 

 (n=79)  (n=77) 

 (n=30)  (n=34) 

（  ） 

（   ） 

（  ） 

（ ） 

（  ） 

（  ） 

（ ） （  ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 
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（エ）自転車走行帯の利用実態と今後の整備推進への意向 
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④
自
転
車
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士
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す
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違
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場
面
が
少
な
く
な
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ら

⑤
そ
の
他

問１３．自転車走行帯整備後に車道を走行されている方に

お聞きします。車道を走行している理由を①～⑤から選ん

でください。（※複数回答可）

124

53
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分
か
り

や
す
か
っ
た

②
分
か
り

に
く
か
っ
た

③
そ
の
他

問１０．問９で「①気づいた」と回

答した方にお聞きします。路面

表示のデザインについてお聞き

します。

7

121

47

0

50

100

150

①
大
き
す

ぎ
る

②
ち
ょ
う

ど
よ
い

③
小
さ
い

問１０．問９で「①気づいた」と回

答した方にお聞きします。路面

表示の大きさについてお聞きし

ます。

197, 68%

93, 
32%

問９．イチョウ並木通りの車道の左端に以下のとお

り、自転車の走行位置や進行方向を示す自転車マー

クと矢羽根（やばね）を表示しましたが、お気づきにな
りましたか？

①気づいた

②気づかな

かった

149, 55%

120, 
45%

問１１．自転車走行帯が整備されてから、自動車の運

転に気をつけるようになりましたか？

①気をつける

ようになった

②変わらない

99, 
37%

169, 
63%

問１２．自転車走行帯が整備されてから、自転車と接

触するようなヒヤリとする場面が増えたように感じま

すか？

①感じる

②感じない

54, 46%

59, 50%

5, 4%

問１３．今回のような車道上での自転車走行帯整備につい

て、今後も整備を進めていくべきだと思いますか？

①進めるべきだと思う

②整備方法を改善して

進めるべきだと思う

③進めるべきではない

47, 41%

64, 56%

4, 3%

問１４．今回のような車道上での自転車走行帯整備につい

て、今後も整備を進めていくべきだと思いますか？

①進めるべきだと思う

②整備方法を改善して

進めるべきだと思う

③進めるべきではない

c.自動車 

・回答者の約７割の人が、自転車マークと矢羽根（やばね）の表示に気が付いている。 

・自転車マークに気が付いた人の約６割が分かりやすい、大きさも丁度よいと回答している。 

・回答者の約６割の人が、自動車の運転に気をつけるようになったと回答している。 

・自転車と接触するようなヒヤリとする場面について、約４割の人が増えたように感じると回答し

ており、その理由として、自転車同士の追越しでの走行帯はみだし、自転車との距離が近くなっ

たなどを挙げている。 

・整備方法を改善するという意見も含め、ほとんどの方が、自転車走行帯の整備は推進していく

べきだと回答している。 

・自転車走行帯利用の理由で多い項目は、「自転車は車道走行が原則だから」が回答者の約５割、

「車道の方が歩行者を気にせず、走りやすいから」が回答者の約６割となっている。 

徒歩 

(n=118) 

 (n=290) 

 (n=269) 

 (n=181)  (n=175) 

 (n=268) 

自転車 

(n=115) 

 

車道を走行している自転車利用者 

(n=59) 

 

回答率 45% 

回答率 32% 

回答率 56% 

回答率 14% 

回答率 31% 

（  ） 

（   ） 

（   ） 

（  ） （   ） 

（   ） 

（  ） 

（  ） 

（ ） 

（  ） 

（  ） 

（ ） 
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（オ）自由意見 

●道路利用者全般に共通する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●道路利用手段別の意見 
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8
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5

1

8

0

4

2

6

1

3

2

6

4

3

6

13

1

1

0
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10

5

18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

歩行者

自転車

自動車

合計
自転車走行帯の拡幅

車線と走行帯の物理的仕切り

車線と走行帯の明確な線引き

走行帯全体の着色

路面表示の色・大きさの改善

走行帯の連続性

その他

・イチョウ並木通りにおける車道自転車走行時の安全面への配慮に関する意見が多く、特に、自

転車走行帯の拡幅への意見が多い。 

・また、安全・安心の面から自動車走行車線との明確な分離として、ガードレール等の物理的遮

蔽物設置や明確なラインの設置への意見も多い。 

・さらに、路面表示に関する意見も多く、特に夜間で自転車走行帯が認識しにくいとの意見が多

い。 

利用手段別の意見・要望 

♦歩行者…自由意見に回答した人の約６割が自転車走行帯の拡幅を望んでおり、実証実験区間の 

自動車交通量の多さから、今回の走行帯幅では狭いと感じている。 

♦自転車…走行帯拡幅だけでなく、自動車走行空間（車線）との物理的遮蔽物や明確な線引き整 

備による、安全対策も望んでいる。 

♦自動車…走行帯拡幅だけでなく、走行帯の視認性向上も望んでおり、特に夜間での走行帯の認 

識のしやすさを望んでいる。 
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２）実証実験の検証 

交通量調査の結果をみると、実施からあまり日数が経っていないことや整備区間が短かったとい

うこともあり、自転車はほとんどが車道ではなく、歩道を走行しているという状況でしたが（※１）、

アンケート調査の結果から、歩行者・自転車利用者・自動車利用者の多くが、自転車の車道左端走

行等のルールを認識していました。また、過去に歩道上で自転車とぶつかりそうになった歩行者も

多く、自転車走行帯を走行した自転車利用者からは車道の方が歩行者を気にせず走りやすいといっ

た意見も多くいただき、自動車利用者からも自転車走行帯整備後は運転に気をつけるようになった

との意見をいただきました。今回実施した路面表示の分かりやすさなどについても一定の評価をい

ただきました。 

しかし、今回は「車道混在」として、車道の左端を自転車と自動車が混在する走行空間として整

備しましたが、利用者からは自転車走行帯の幅員を拡げたり、柵や線を設けてほしいなどの意見も

多数いただき、車道混在自体の整備形態が周知されていないことも見受けられました。 

今後については、整備方法の改善という条件つきですが、自転車走行帯整備を推進すべきという

意見が大部分を占めていたことから、自由意見の内容等を踏まえ、自転車走行帯整備（車道混在）

の方向性について、次のとおり整理しました。 

 

 

 

 

 

※１ 〔参考値〕 

 

 

 

     ※２ エプロン…道路端にある道路の表面排水を集めるコンクリートの部分 

 

 

 

 

【自転車走行帯整備（車道混在）の方向性】 

 

①自動車の交通量や車道の幅員によっては、安全面への配慮及び利用促進の観点から、車道を安全・

安心して走行できるよう、道路の構造上可能な限り、エプロン（※２）幅を狭くし、路面表示の

幅を拡げ、自転車走行空間を広く確保することや白線を車道よりに敷くこと、及び注意喚起の看

板等の設置を検討する。 

②路面表示については、夜間での視認性を向上させるよう検討する。 

③車道混在の走行ルールも含め、今後も引き続き、自転車の走行ルール、マナー啓発を推進する。 

 

 浅間町南原線における     〔整備前（H26.7.1）〕      1.5％ 

自転車の車道左端走行率                         ↓ 

（AM7:00～9:00）    〔整備約 2 週間後（H26.12.19）〕 3.5％ 

エプロン 
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■交通事故関連データ 

（１）平成３０年における平塚市内の自転車関係の人身交通事故で、相手当事者別の件数は下記のとお

りとなっています。 

     自転車事故の相手当事者 

事故相手当事者 件数 割合 

自動車 207 85.5％ 

二輪車(ｵｰﾄﾊﾞｲ) 9 3.7％ 

原動機付自転車 4 1.7％ 

自転車 10 4.1％ 

歩行者 4 1.7％ 

その他 8 3.3％ 

合計 242 100％ 

出典：平塚警察署提供データより集計 
 

（２）平成２８年～平成３０年の３カ年で自転車関連の事故が継続的に発生している交差点は、下記の

３箇所の交差点となっています。 

番号 交差点名 交差道路 事故発生状況（H28～H30） 

１ 榎木町 国道１号、国道１２９号 ５件 

２ 久領堤 国道１２９号 ８件 

３ 平塚駅前 湘南スターモール ５件 

出典：平塚警察署提供データより集計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      出典：平塚警察署提供データより作成 

１

１ 

２

１ 

３

ｋ

１ 
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■策定体制及び検討経過 

 

【策定体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【検討経過】 
開催日、期間 会議名 主要議題  

令和元年１０月１０日 第１回 策定会議※１ 平塚市自転車活用推進計画策定の概要について 

平塚市自転車ネットワーク計画路線（案）について 

平塚市自転車利用環境推進計画の進捗状況について 

 

 

令和元年１０月１５日 第１回 研究会※２ 
 

 

令和元年１２月１６日 第２回 研究会 

平塚市自転車活用推進計画（素案）（案）について 

 

 

令和元年１２月１８日 第２回 策定会議 
 

 

令和２年３月４日～ 

令和２年３月１１日 
第３回 研究会 

平塚市自転車活用推進計画（案）への意見について 

（※郵送、電子メール等による資料送付、意見照会） 

 

 

令和２年３月１２日 第３回 策定会議 平塚市自転車活用推進計画（案）について 
 

 

 

※１ 策定会議：「平塚市自転車活用推進計画策定会議」のことをいいます。 

※２ 研 究 会：「平塚市自転車活用推進研究会」のことをいいます。 

 

 

 

平塚市自転車活用推進計画 

 

市民 
・パブリック 

コメント 

 

研究会※２ 

庁 議 

案の策定 

 

策定会議※１ 

 

事務局 
 
 

まちづくり政策部 

交通政策課 

 

平塚市自転車利用環境推進計画 

 

議会 
・定例行政報告会

で説明 

意見 
提案 

 

 

調整 

 

 
意見 

 



 

119 

 

 

【平塚市自転車活用推進計画策定会議 構成員名簿】 

所属 役職  

市長室 防災・危機管理監 災害対策課長 
 

 

産業振興部 産業振興部長 商業観光課長 
 

 

公営事業部 公営事業部長 事業課長 
 

 

健康・こども部 健康・こども部長 健康課長 
 

 

まちづくり政策部 交通政策担当部長 交通政策課長 
 

 

都市整備部 都市整備部長 みどり公園・水辺課長 
 

 

土木部 土木部長 道路整備課長 
 

 

社会教育部 社会教育部長 スポーツ課長 
 

 

 

【平塚市自転車活用推進研究会 構成員等名簿（順不同）】 

所属 役職 氏名  

道路管理者 

国土交通省 関東地方整備局 
横浜国道事務所 調査課 

課長 三森 基裕 
 

 

神奈川県 平塚土木事務所 
工務部 道路維持課 

課長 浅野 雄一 
 

 

平塚市 土木部 道路整備課 課長 武井 敬 
 

 

交通管理者 平塚警察署 交通第一課 課長 
中村 宏 

（石塚 功） 

 

 

交通事業者 

東日本旅客鉄道株式会社 

横浜支社 総務部 企画室 
副課長 仲手川 仁志 

 

 

神奈川中央交通株式会社 

運輸計画部 計画課 
課長 露木 輝久 

 

 

一般社団法人神奈川県タクシー協会 

相模支部 平塚地区会 
事務局長 河原 貴治 

 

 

関係団体 

一般財団法人平塚市交通安全協会 副会長 保田 明夫 
 

 

一般社団法人平塚市観光協会 専務理事 長谷川 進 
 

 

平塚市商店街連合会 会長 常盤 卓嗣 
 

 

平塚自転車協会 理事長 田村 誠一 
 

 

公益財団法人平塚市まちづくり財団 

総務施設課 
課長 大場 康弘 

 

 

アドバイザー 東海大学 工学部 土木工学科 教授 梶田 佳孝 
 

 
※（    ）前任者   

 

【市民参加の経緯】 
項目 概要 

パブリックコメント 

≪本計画の素案について市民意見を募集≫ 

・募 集 期 間：令和２年１月３０日（木）～２月２８日（金） 

・提出意見数： 個人から ２人  １１件 

         団体から １団体  ４件  

        合計       １５件 
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 参 考   
 

  

 
 

 

  

平塚市自転車利用環境推進計画（既存自転車計画）に係る策定体制及び検討経過 ①        

                          （平成２５年８月～平成２７年２月） 
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 参 考   
 

  

 
 

 

  

平塚市自転車利用環境推進計画（既存自転車計画）に係る策定体制及び検討経過 ②        

                          （平成２５年８月～平成２７年２月） 
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 参 考   
 

  

 
 

 

 

 

平塚市自転車利用環境推進計画（既存自転車計画）に係る策定体制及び検討経過 ③  

                          （平成２５年８月～平成２７年２月） 



 

 

 

平塚市自転車活用推進計画 

 

令和２年 3 月 

 

平塚市まちづくり政策部交通政策課 

 

〒２５４－８６８６ 神奈川県平塚市浅間町９－１ 

ＴＥＬ ０４６３－２３－１１１１（代表） 

ＦＡＸ ０４６３－２３－９４６７ 


